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広島弁護士会所属

山下江 検索企業法務専門サイトあります
http://www.hiroshima-kigyo.com

◆相談料：３０分５,０００円（税別）　　　◆債務整理・交通事故：相談料０円・着手金０円

な や み よ まる く相談予約専用
フリーダイヤル

携帯・PHS OK

山下江法律事務所主催 企業法務セミナー　《懇親会同時開催!!》

詳しくは当事務所HP「お知らせ>企業法務セミナー情報」をご覧ください。
日　時：平成26年9月25日（木） 18：30～  会　場：TOWANI

第12回 「時効にかけない債権管理術」
講師：副所長・弁護士 田中 伸

機動力と総合力で企業トラブルを解決します機動力と総合力で企業トラブルを解決します

　民法や商法には「消滅時効」という制度があります。消滅時効とは、権利不行使という事実状態を根拠と
して、その権利の消滅を認める制度です。会社が債権管理を怠り、売掛金などの債権を消滅時効にかけてし
まっては、営業担当者の苦労も水の泡です。今回のセミナーでは、消滅時効の制度や消滅時効期間のほ
か、消滅時効の進行を止める手段（時効中断）を説明して、消滅時効にかけない債権管理術を伝授します。

山下江法律事務所
Y a m a s h i t a  K o  L a w  O f f i c e

〒730-0012 広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703　広電白島線縮景園前徒歩１分
TEL 082-223-0695　FAX 082-223-2652　アーバンビューグランドタワー隣

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス（
１
）

　
前
回
ま
で
は
労
働
法
制
に
つ
い
て

説
明
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
か
ら

は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
説

明
し
て
い
き
ま
す
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
語
源

　
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
」
と
い
う

言
葉
自
体
は
、
皆
さ
ん
も
一
度
は
お

聞
き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（com

p-
liance

）と
い
う
言
葉
は
、「（
要
求・

規
則
に
）応
じ
る
、
従
う
」と
い
う
意

味
を
持
つ
英
語
の
動
詞
「com

ply

」

か
ら
派
生
し
た
も
の
で
す
。
ち
な
み

に
、
こ
の
「com

ply

」
は
、「
満
た

す
、
充
足
す
る
」
と
い
う
意
味
を
持

つ
ラ
テ
ン
語
の
「com

plere

」
を

語
源
と
し
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と

い
う
言
葉
に
は
、「
人
々
の
期
待
・
要

望
に
応
え
る
」
と
い
う
意
味
も
含
ま

れ
て
い
る
の
で
す
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
概
念

　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
い
う
概
念

は
、ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
た
も
の
で
、

日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
当
初
は
「
法

令
遵
守
」
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　
つ
ま
り
、
企
業
が
法
令
を
き
ち
ん

と
守
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
考

え
方
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

　
本
来
、
企
業
が
法
令
を
守
る
の
は

当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
１

９
９
０
年
代
以
降
に
日
本
で
相
次
い

だ
企
業
の
不
祥
事
に
よ
り
、
こ
の
当

た
り
前
の
こ
と
さ
え
で
き
て
い
な
い

企
業
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
日
本
で
は
「
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
＝
法
令
遵
守
」
と
い
う

考
え
方
が
定
着
し
て
い
っ
た
よ
う
で

す
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
概
念
の
変
化

　
そ
の
後
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と

い
う
概
念
は
、
法
令
の
遵
守
に
と
ど

ま
ら
ず
、
社
内
の
各
種
規
程
、
業
界

の
自
主
ル
ー
ル
、
企
業
倫
理
や
社
会

常
識
な
ど
、
広
い
意
味
で
の
社
会
規

範
の
遵
守
を
意
味
す
る
も
の
に
変
化

し
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
変
化
の
背
景
に
は
、
企
業
も

社
会
の
構
成
員
で
あ
り
、
社
員
や
株

主
に
限
ら
ず
、
広
く
社
会
の
構
成
員

の
要
求
・
期
待
に
応
え
る
べ
き
と
の

考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

　
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
、
企
業
が

法
令
を
遵
守
す
る
の
は
当
た
り
前
の

こ
と
（
法
は
道
徳
の
最
小
律
）
で
、

そ
れ
だ
け
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
も
全
く

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
社
会
内
で
の
企
業
の
役
割
や
影
響

力
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
企
業

は
法
令
だ
け
で
な
く
、
広
く
社
会
規

範
を
遵
守
し
、
常
識
あ
る
行
動
を
取

っ
て
こ
そ
、
社
会
か
ら
の
期
待
に
応

え
て
、
社
会
の
信
用
を
勝
ち
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
の
概
念
も
広
が
り
を
見
せ
て
お

り
、
現
在
で
は
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
＝
法
令
等
遵
守
」
と
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

事
後
規
制
社
会
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化

　
こ
の
よ
う
に
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
と
い
う
概
念
が
重
要
性
を
増
し
て

き
た
理
由
の
１
つ
と
し
て
、
規
制
緩

和
の
結
果
、
日
本
が
事
前
規
制
か
ら

事
後
規
制
の
社
会
に
移
行
し
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
企
業
は
自
由
な
経

済
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
反
面
、
企

業
の
ル
ー
ル
違
反
行
為
に
対
し
て
は
、

事
後
的
に
厳
し
い
制
裁
が
課
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
企
業
に
は
、
法
令
等

に
基
づ
い
た
公
正
な
経
済
活
動
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
第
２
の
理
由
と
し
て
は
、
経
済
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

外
国
企
業
と
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
た
め

に
は
、
明
解
か
つ
詳
細
な
法
令
等
の

遵
守
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
に
よ
り
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
重
要
性
を
増

し
て
き
た
の
で
す
。

　

田
中
伸（
山

下
江
法
律

事
務
所
、

副
所
長
・

弁
護
士
）

広
島
県
三
原
市
出
身
。
広
島
大
学
附

属
福
山
高
校
、
一
橋
大
学
法
学
部
卒

業
。
平
成
９
年
司
法
試
験
合
格
。
平

成
12
年
４
月
広
島
弁
護
士
会
入
会
。

平
成
23
年
度
広
島
弁
護
士
会
副
会
長
。

【
主
な
取
扱
分
野
】
企
業
法
務
、
債

権
回
収
、
債
務
整
理
、
交
通
事
故
被

害
（
損
害
賠
償
請
求
）。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

山
下
江
法
律
事
務
所
の

第54回

平成 26 年９月２日
2511 号（第三種郵便物認可） 經濟レポート
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